
感染症の予防のための施策の実施に関する計画
（千葉県感染症予防計画）

―【改定の概要】ー
１ 基本的な考え方

４ 改定の経緯

令和元年度に発生した新型コロナへの対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な
影響を与える恐れがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が一部改
正され、国の感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針（以下、「基
本指針」とする。）の記載事項の充実が図られました。
感染症法において、基本指針に即した計画の策定が求められており、県では、感染
症対策連携協議会及びその下部組織として予防計画策定部会を設置し、感染症対応
に必要な体制を検討し、千葉県感染症予防計画の改定を行います。

成田国際空港や千葉港を抱える本県において、感染症発
生時における危機管理体制や医療の提供体制の整備充実
が重要です。
県では、事前対応型行政として、平時から感染症の発生
及びまん延を防止していくことに重点を置き、感染症対
策に取り組んでいきます。

５ 改定のポイント

新興感染症（感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は
新感染症を基本とする。）の対応に係る体制の充実を図ります。
・ 医療提供体制、検査体制及び宿泊療養体制等に係る数値目標の設定
・上記数値目標を担保するための、医療機関等との協定締結
・ 都道府県連携協議会の設置（予防計画の協議、予防計画に基づく取組状況の
進捗確認等）

千葉県マスコットキャラクター
チーバくん

３ 計画期間

２ 計画の位置づけ
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、「感染症法」と

する。）第１０条に基づく法定計画

令和６年４月１日から６年間
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６ 改定の背景＿Ⅰ)新型コロナ対応時の振り返り
②医療提供体制
・感染症指定医療機関のみでは、急増する患者
へ十分対応ができず、入院病床が不足した
ことから、一般医療機関に病床の確保を求め
対応した。

・自宅等で療養を行う患者の症状悪化時の
外来・往診体制の確保を図った。

①検査体制
衛生研究所・保健所だけ
でなく、医療機関・民間
の検査機関の協力のもと、
感染状況等によって突発
的に変化する検査需要の
増加に対応した。

③宿泊療養体制
感染拡大時、重症者が
優先して入院できる
体制に移行するため、
軽症者の療養場所とし
て宿泊施設を活用した。

④移送体制
・感染拡大期、民間業者へ搬送業務を委託する
ことで、増加する患者搬送需要に対応した。

・自宅・ホテル等での療養者が増加したことで、
症状の悪化により救急搬送を要する事例が
発生した。

⑤外出自粛対象者の療養生活
・外出自粛を要請した者に対する迅速な生活物資等の
支援と、継続的な健康観察の実施が必要となった。

・クラスターが発生した高齢者施設などに対して、
感染管理医師等を派遣し、施設の感染対策の指導を
実施した。

⑥保健所体制
県全庁や市町村等から応援職員を派遣すること
で感染拡大による保健所業務の急増に対応した。

⑦人材育成
平時に取り組むべき事項として、人材育成や専門人材
の確保等の必要性が考えられた。

７ 改定の背景＿Ⅱ)感染症法の主な改正点等

【宿泊施設確保措置協定】
・民間宿泊施設

（１）協定の締結
今後感染症の発生・まん延等の事態が生じた場合に、より迅速な対応を行う観点から、各種協定の締結

による感染症発生・まん延時に備えた体制整備を行うことが規定された。

【医療措置協定】
・病院・診療所
（病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、
後方支援、医療人材派遣）

・薬局・訪問看護事業所
（自宅療養者等への医療の提供）

【検査措置協定】
・病原体等の検査を行う機関

（２）予防計画の記載事項の充実
感染症対策の一層の充実を図るため、予防計画の保健・医療体制に関する記載事項を下記の通り充実

させるとともに、病床・外来・医療人材・後方支援・検査能力等の確保について数値目標を定める。

現行の予防計画の記載事項 改正予防計画の記載事項

第１章 感染症の発生の予防・まん延の防止
のための施策に関する事項

第１ 感染症の予防の推進の基本的な方向に関する事項【新規】

第２ 感染症の発生の予防のための施策に関する事項

第３ 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項

第２章 感染症に係わる医療を提供する体
制の確保に関する事項

第６ 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項

第７ 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項（新規）

第３章 感染症に関する研究の推進、検査
能力の向上、人材の養成及び知識
の普及に関する事項

第４ 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項（新規）

第５ 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項（新規）

第11 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項（新規）

第13 感染症に関する啓発、知識の普及と患者等の人権の尊重に関する事項

第４章 緊急時における対応
第14 緊急時における対応

※ 緊急時における検査の実施のための施策を追加

第５章 その他感染症の予防のための施策
に関する重要事項

第15 その他感染症の予防の推進に関する重要事項

新規

第８ 宿泊施設の確保に関する事項（新規）

第９ 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者の療養生
活の環境整備に関する事項（新規）

第10 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整及び指示の方針に
関する事項（新規）

第12 保健所体制の強化に関する事項（新規）
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８ 予防計画に係る施策の方向性
項目 主な内容（＊新たに追加された主な項目は、太字）

第１
感染症の予防の推進
の基本的な方向
【新規】 （P5）

・事前対応型行政の構築
・人権の尊重
・地方公共団体、県民及び医師等の役割 等

第２感染症の予防のための施策 （P9）
・感染症発生動向調査事業を通じた感染症発生状況及び動向の把握
・予防接種 等

第３
感染症のまん延防止
のための施策

（P12）

・検体の採取等、健康診断、就業制限及び入院の勧告等の対人措置
・保健所による積極的疫学調査の実施 等

第４
情報の収集、調査
及び研究【新規】

（P17）

・感染症及び病原体の情報の収集、調査及び研究の推進
・県感染症情報センターによる情報の分析及び公表
・感染症指定医療機関による新興感染症に係る知見の収集及び分析 等

第５
検査の実施体制及び
検査能力の向上
【新規】 （P19）

・衛生研究所等の検査体制の整備
・新興感染症まん延時の検査体制の確保（民間検査機関等との検査措置
協定等） 等

第６医療提供体制（P21）

・感染症指定医療機関等の指定
・新興感染症に係る医療提供体制の整備（医療機関との医療措置協定等）
・新興感染症発生・まん延時における入院調整体制の構築 等

第７
患者の移送のための
体制【新規】

（P28）

・患者の移送に係る体制の確保
・消防機関や民間移送機関等との役割分担・連携 等

第８宿泊施設の確保【新規】 （P30）
・新興感染症発生・まん延時の宿泊施設の確保（民間宿泊事業者等との
宿泊施設確保措置協定等） 等

第９
外出自粛対象者の
療養生活の環境整備
【新規】 （P31）

・外出自粛対象者の健康観察の体制の整備
・生活必需品の支給等による生活支援
・高齢者施設等の施設内における感染症のまん延防止 等

第10
知事による総合調整
及び指示の方針
【新規】 （P33）

・感染症対策に係る知事による総合調整
・緊急性を有する入院措置の実施における保健所設置市に対する指示 等

第11
人材の養成及び資質
の向上【新規】

（P34）

・保健所の職員等に対する研修
・IHEAT要員の確保・研修
・医療機関等における研修・訓練の実施 等

第12保健所体制の強化【新規】 （P36）

・感染症拡大を想定した保健所の人員体制や設備等の整備
・外部人材の受入体制の構築
・保健所長を補佐する統括保健師等の配置の検討 等

第13
啓発、知識の普及、
患者等の人権の尊重

（P38）

・患者等への差別や偏見の排除
・感染症予防についての正しい知識の普及
・情報公開に当たっての人権の尊重・報道機関への情報提供 等

第14緊急時における対応（P40）
・緊急時における国との連絡体制の整備
・緊急時における地方公共団体相互間の連絡体制の整備 等

第15
その他感染症の予防
の推進に関する重要
事項 （P42）

・施設内感染対策
・災害防疫 等
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９ 新興感染症対応体制の目指す方向性

１０ 施策の評価

数値目標を設定する事項 数値目標

(1)医療提供体制
病床数、発熱外来機関数、自宅療養者等に医療を提供す
る機関数、後方支援を行う医療機関数、派遣可能な医療
人材数

(2)物資の確保 個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関の割合
(3)検査体制 検査の実施能力、地方衛生研究所等の検査機器の確保数
(4)宿泊療養体制 宿泊施設の確保居室数
(5)人材の養成・資質の向上 研修・訓練の回数
(6)保健所の体制整備 人員確保数

下記の数値目標を設定し、感染症対策連携協議会において計画の取組状況等を報告、
相互に進捗確認を行います。

１１ 今後のスケジュール
R5.8.8 第1回連携協議会開催
R5.11月頃 予防計画策定部会開催
R5.12月頃 第2回連携協議会開催
R6.1月頃 パブリックコメント実施
R6.2月頃 第3回連携協議会開催
R6.3月末まで 予防計画改定
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・本体制の実現に向け、各機関等で平時から人材育成等を進める。
・県と保健所設置市は、連携して県民への情報発信に努める。

移送・
検査等
(※)

県・保健所設置市

特定・第１種・第２種
感染症指定医療機関

＋
第１種協定指定医療機関
(病床の確保)

宿泊施設
第２種協定指定医療機関
【病院・診療所・薬局・訪問看護事業所】

(発熱外来・自宅療養者等への
医療の提供)

自宅

高齢者施設・
障害者施設等

市町村
民間事業者等

外出自粛対象者
の療養生活

生活支援・
健康観察(※)

感染症指定医療機関

患者の
移送体制
の確保

関係団体

感染症対策連携協議会
等を活用して連携

宿泊施設
の確保

民間検査機関
衛生研究所等

保健所(※)

入院調整
(※)

後方支援・
人材派遣等
の協定締結
医療機関

入院医療

回復患者等の転院受入れ・
医療人材の派遣等による支援

外来・
在宅医療

検査
体制の
確保

施設内の感染
対策への助言

消防・民間救急機関等

保健所
体制の
確保

※保健所業務については、状況に応じて
本庁等において広域化を図る。


